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浮遊塵や農水産物などについて、放射能を測定しました。
平成28年1月から3月の間に測定した試料の大半は、過去（震災前）10年間の最大値以下でした。一部の試料については、これを上
回るものがありましたが、いずれも国の基準等を大きく下回るものでした。
検出された放射能は、過去の核爆発実験などの影響によるものや、東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故の影響によるものと
推定しました。

・浮遊塵により、空気の吸引による被ばく量を
推計します。
・1か月間採取した浮遊塵を1試料として毎月
測定した値です。

・毎日100g※
摂取したとして
1年間の被ばく
量を算出する
と0.000009
ミリシーベルト
でした。

・毎日0.2ℓ※
摂取したとして
1年間の被ばく
量を算出する
と0.000016
ミリシーベルト
でした。

■ 測定結果について

食品

▶代表的な試料の放射性セシウムの測定値の最大値

浮遊塵

大根1

キャベツ

2

※摂取量は「環境放射線モニタリング指針」平成20年（原子力安全委員会）などから引用
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参考：食品衛生法に基づく放射性物質の基準値100ベクレル/kg

原乳
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参考：食品衛生法に基づく放射性物質の基準値50ベクレル/kg

参考：食品衛生法に基づく放射性物質の基準値100ベクレル/kg

・毎日200g※
摂取したとして
1年間の被ばく
量を算出する
と0.00013
ミリシーベルト
でした。

・毎日100g※
摂取したとして
1年間の被ばく
量を算出する
と0.000012
ミリシーベルト
でした。
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〈H28年2月5日採取〉

0.1360.1360.140.14

参考：食品衛生法に基づく放射性物質の基準値100ベクレル/kg
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■農産物などの放射能の測定〈②1年間の内部被ばく量の推計〉






